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令和 7 年 4 月 29 日 

長崎行政監視行政相談センター 

（所長：真鍋 政信） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 受 章 者 名：木村 優仁 （長崎県南島原市在住） 

（２） 勲 等：瑞宝双光章 

（３） 功 績：行政相談功績 

（４） 年 齢：73 歳 ※ 叙勲発令日現在 

（５） 行政相談委員当初委嘱年月日：平成 13 年６月 1 日 

（６） 表 彰 歴：平成 24 年  5 月 九州管区行政評価局長表彰 

平成 26 年 10 月 総務大臣表彰 

平成 31 年  ４月 令和元年春の褒章 藍綬褒章 

         ※行政相談功労 

（７） 叙勲伝達式概要 

① 伝達日：令和 7 年５月 12 日（月） 

② 場 所：東京プリンスホテル（東京都港区芝公園 3-3-1） 

  

令和７年春の叙勲受章のお知らせ 
-長崎管内の行政相談委員が叙勲受章- 

総務大臣から行政相談委員の委嘱を受けた 

木村
き む ら

 優
まさ

仁
ひと

 委員（長崎県南島原市担当） 

が、永年にわたる行政相談委員活動について顕著な功績（行政相談功労）

が認められ、令和 7 年 4 月 29 日付けで令和 7 年春の叙勲（瑞宝双光

章）を受章されました。 

受章の概要及び受章者の略歴 



 

 

令和 7年春の叙勲を受章された木村委員は、平成 13年 6月 1日に行政相談委員として委嘱

され、これまで、地域の方から 2,400件を超える行政相談を受付、処理されています。 

木村委員の働きにより改善が図られた事例の一部をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  木村行政相談委員による改善事例

 

相談内容 対応結果 

委員が現地を確認したところ、防波堤

が損傷し、潮水が当該道路まで降りかか

り、走行する車両等の運転に支障が生じ

るおそれがある状況が認められました。 

このため、委員は、市に対し、防波堤

の損傷状況や、国道を走行する車両等の

運転に支障が生じるおそれがあることを

伝えた上で、防波堤の管理者の確認を依

頼したところ、防波堤の管理者と協議す

るとの回答がありました。 

この結果、防波堤の設置されている土

地が管理者から南島原市に無償譲渡さ

れ、市による防波堤の修繕工事が行われ

ました。 

国道沿いに設置されている防波堤が損

傷しており、満潮時などは潮水が当該道

路まで降りかかる。走行するバスや自動

車の運転に支障が生じるおそれがあるた

め、修繕してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談内容 対応結果 

委員が現地を確認したところ、道路上

に、直径は 80㎝程、最も深いところで

約 8cmに達する楕円状の穴が生じていま

した。現地は街路灯がないことから、生

徒が放課後に部活動を終えて帰宅する時

間になると周辺が暗くなり、道路の穴に

気付かず転倒し、けがをするおそれがあ

ると認められました。 

このため、委員は、道路管理者である

市に対し、現場を確認した上で早急に補

修するよう要請した結果、相談後速やか

に現地調査が行われ、アスファルト補修

材により道路の陥没全体が補修され、段

差がなくなり、歩行者や自転車で道路を

通行する人が安全に通行できるようにな

りました。 

歩道のない市道に穴が開いている。当

該市道は通学路でもあるため、道路に穴

が開いていると、生徒が通行するときに

危険なので、早急に補修してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈お問合せ〉 
担当：行政監視行政相談課 岸原、惠島 
住所：長崎市岩川町 16-16 長崎合同庁舎 5階 
電話：095-849-1101（代） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の行政に関する相談以外にも、県や市町村の行政に関する相談、さらに、私人間のトラ

ブルなど民事事案も受け付けています（民事事案は無料の法律相談を紹介することなどで対応）。 

 

国民の行政への苦情や意見・要望などを受

け付け、その解決や実現を促進するとともに、

行政の制度及び運営の改善を図るものです。

幅広い行政分野に対応しています。 

相談は無料です。 

行政相談とは？ 
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【きくみみ長崎の行政相談対応実績（令和 5年度）】 

（参考資料） 

行政相談のマスコット キクーン 

合計 

1,612 件 

（主な内容：土地の登記や相続登記に関すること） 

（主な内容：生活保護に関すること） 

（主な内容：労働基準に関すること） 

（主な内容：相続税及び贈与税に関すること） 

（主な内容：電気通信に関すること） 

176 件 
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59 件 

53 件 
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国の事務に 

関する相談 

33.4% 

県、市町村の事務に 

関する相談 

38.2% 

民事 

28.5% 

 

行政相談委員は、行政相談委員法（昭和 41年法律第 99号）に基づき、総務大臣が委嘱

した民間有識者で、全国に約 5,000人（各市区町村に 1人以上）が配置されています。長

崎県内では、107人を県内各市町に配置しています。 

 行政相談委員は、住民の身近な相談相手として、市役所・町役場、公民館などで定期的

に相談所を開設し、行政に関する苦情・要望、行政の手続に関する相談などを受け付け、

相談者への助言や関係機関への通知などを行っています。 

 

行政相談委員とは？ 


